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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電極面と当該電極面に接続された配線ラインとを備え前記電極面の静電容量の変化を前記
配線ラインを介して出力する静電容量センサ部と、
当該静電容量センサ部が裏面に設置された操作パネル部と、を有する静電容量型タッチパ
ネルにおいて、
前記操作パネル部の裏面の配線ラインに面する部位に凹部に形成した低誘電率層を設けた
ことを特徴とする静電容量型タッチパネル。
【請求項２】
凹部の低誘電率層内に、操作パネル部の材質より誘電率が小さい部材を設けることを特徴
とする請求項１記載の静電容量型タッチパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手指等の操作体の接近もしくは接触を静電容量の変化として出力する静電容
量型タッチパネルに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電気電子機器の操作はユーザの手指等の操作体が操作ボタンを押下し、この操作
ボタンのアクションを制御部が検知することで行うものが一般的であった。しかしながら
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、近年、操作体の接近もしくは接触を静電容量の変化として制御部に出力する静電容量セ
ンサを用いた静電容量型タッチパネルが多くの電気電子機器で採用されている。
【０００３】
　上記の静電容量センサは、一般に複数の電極面と当該電極面の静電容量の変化を伝達す
る配線ラインとで構成され、操作体が電極面へ接近もしくは接触するとその電極面の静電
容量が変化する。そして、この電極面の静電容量の変化を配線ラインを介して電気電子機
器の制御部側に出力することで、制御部は電極面への操作が行われたことを認識する。
【０００４】
　このように、静電容量センサは機械的動作を行う機構が存在しないため耐久性が高く、
またフィルム化することでその厚みを極めて薄くすることができる。また、タッチパネル
の操作面をフラットにすることができ、操作面のレイアウトやデザインの自由度が高いと
いう利点がある。またさらに、操作ボタンを採用した操作パネルよりも使用する部品点数
が少なく、部品コストの削減を図ることができる。
【０００５】
　ただし、静電容量センサは電極面のみならず配線ラインに操作体が接近もしくは接触し
た場合でも静電容量が変化する。よって、このような場合には、制御部の誤検出により電
気電子機器に誤作動が発生する可能性がある。このため、電極面と配線ラインとの間には
十分なクリアランスを設けることが望ましい。しかしながら、電気電子機器の小型化、多
機能化、及び操作面のデザインなどによるスペースの制約から、十分なクリアランスの確
保が困難な場合がある。この問題点に対し、下記［特許文献１］では、配線ラインに誤操
作防止層を備えた静電容量センサに関する発明が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－８６３８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、［特許文献１］に開示された発明は、静電容量センサの側に誤操作防止
層を設けているため、静電容量センサの外形寸法が大きくなるという問題点がある。また
、静電容量センサの製造コストが増大するという問題点がある。さらに、設置する誤操作
防止層によっては、操作面のデザインの自由度にある程度の制限が生じる可能性がある。
【０００８】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、配線ラインの静電容量の変化による誤
作動を防止することが可能で且つ、省スペース、省コストな静電容量型タッチパネルを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、
（１）電極面３２ａ～３２ｄと当該電極面３２ａ～３２ｄに接続された配線ライン３４ａ
～３４ｄとを備え前記電極面３２ａ～３２ｄの静電容量の変化を前記配線ライン３４ａ～
３４ｄを介して出力する静電容量センサ部３０と、
当該静電容量センサ部３０が裏面に設置された操作パネル部２０と、を有する静電容量型
タッチパネル５０において、
前記操作パネル部２０の裏面の配線ライン３４ａ～３４ｄに面する部位に低誘電率層２２
を設けたことを特徴とする静電容量型タッチパネル５０を提供することにより、上記課題
を解決する。
（２）低誘電率層２２を、操作パネル部２０に形成した凹部とすることを特徴とする上記
（１）記載の静電容量型タッチパネル５０を提供することにより、上記課題を解決する。
（３）凹部の低誘電率層２２内に、操作パネル部２０の材質より誘電率が小さい部材を設
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けることを特徴とする上記（２）記載の静電容量型タッチパネル５０を提供することによ
り、上記課題を解決する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る静電容量型タッチパネルは、操作パネル部の裏面に凹部を設け、これを誤
作動を防止するための低誘電率層とするため、操作パネル部及び静電容量センサ部の外形
寸法が大きくなることはない。これにより、静電容量型タッチパネルの省スペース化を図
ることができる。また、操作パネル部側に凹部を設けることで低誘電率層を形成するため
、従来技術と比較して静電容量型タッチパネルの製造コストを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係る静電容量型タッチパネルを示す図である。
【図２】本発明に係る静電容量型タッチパネルの変形例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明に係る静電容量型タッチパネルの実施の形態について図面に基づいて説明する。
図１（ａ）は本発明に係る静電容量型タッチパネル５０を操作面側から見た図であり、図
１（ｂ）は、静電容量型タッチパネル５０のＡ－Ａ断面図である。
【００１３】
　図１に示す静電容量型タッチパネル５０は、例えば車載用のＡＶ機器、ナビゲーション
装置等の電気電子機器の操作パネルとして設置され、静電容量センサ部３０と操作パネル
部２０とを有している。静電容量センサ部３０は、ベースフィルム３６上に形成された、
複数の電極面３２ａ～３２ｄと当該電極面３２ａ～３２ｄのそれぞれに接続された配線ラ
イン３４ａ～３４ｄとを有している。尚、図１では、電極面が４つの例を示しているが、
電極面の数はこれに限定されるものではない。電極面３２ａ～３２ｄと配線ライン３４ａ
～３４ｄとは、例えばＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ：酸化インジウムスズ
）等の導電フィルムで形成され、配線ライン３４ａ～３４ｄの一端はＦＦＣ（フレキシブ
ル　フラット　ケーブル）として制御部側への接続端３８となる。尚、静電容量センサ部
３０は、電極面３２ａ～３２ｄと配線ライン３４ａ～３４ｄとをベースフィルム３６で一
体的に覆うように構成しても良い。
【００１４】
　操作パネル部２０は例えばプラスチック等の合成樹脂材料で形成され、裏面に静電容量
センサ部３０が接着、ビス止め、嵌合等により設置されている。また、操作パネル部２０
の表面（操作面）側の電極面３２ａ～３２ｄと対応する位置には、電気電子機器の操作内
容を示す操作表示が印刷等で形成される。さらに、操作パネル部２０は、裏面の配線ライ
ン３４ａ～３４ｄの面する部位に凹部を有している。そして、この凹部により、操作パネ
ル部２０と配線ライン３４ａ～３４ｄとの間に所定の寸法の間隙を形成する。ここで、空
気の誘電率εは約１であり、操作パネル部２０を構成する合成樹脂材料の誘電率εは約３
であるから、この間隙は操作パネル部２０よりも誘電率の低い低誘電率層２２となる。
【００１５】
　次に、本発明に係る静電容量型タッチパネル５０の動作を説明する。先ず、静電容量型
タッチパネル５０の操作面近傍に操作体が存在していない状態では、電極面３２ａ～３２
ｄから出力される静電容量は操作体が接近もしくは接触していない通常状態の値を示す。
この通常状態の静電容量の値は、配線ライン３４ａ～３４ｄを介して図示しない電気電子
機器の制御部側に出力される。そして、電気電子機器の制御部は電極面３２ａ～３２ｄの
静電容量が通常状態の値の場合、静電容量型タッチパネル５０に対する操作が行われてい
ないと認識する。
【００１６】
　次に、ユーザは操作パネル部２０の操作面に印字された操作表示のうち希望する操作内
容のものを選択し、その操作表示の印字された部分に手指等の操作体を接近もしくは接触
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させる。操作パネル部２０の操作表示の裏面には電極面３２ａ～３２ｄが操作表示と一対
一対応するように設置されている。ここで、操作体が電極面３２ｃと対応する操作表示に
接近もしくは接触する場合を考える。操作体が電極面３２ｃと対応する操作表示に接近も
しくは接触すると、電極面３２ｃと操作体とがコンデンサを形成し、電極面３２ｃの静電
容量の値が通常状態から変化する。この静電容量の変化は配線ライン３４ｃを介して電気
電子機器の制御部側に出力される。制御部は電極面３２ｃの静電容量が変化して所定の閾
値を超えると電極面３２ｃに対する操作が行われたと認識する。そして、電極面３２ｃの
操作内容と対応する所定の動作指示を行う。
【００１７】
　ここで、ユーザが操作体を配線ライン３４ａ～３４ｄ側にずれて接近もしくは接触させ
た場合や、誤って配線ライン３４ａ～３４ｄの面している部分に接近もしくは接触させた
場合を考える。この場合、操作体の配線ライン３４ａ～３４ｄへの接近もしくは接触によ
り、配線ライン３４ａ～３４ｄの出力する静電容量の値が変化する。しかしながら、操作
面と配線ライン３４ａ～３４ｄとの間には凹部により形成された低誘電率層２２が存在す
る。ここで、前述のように空気の誘電率εは約１であり操作パネル部２０の誘電率εは約
３であるから、低誘電率層２２の存在する領域の誘電率は存在しない領域よりも小さい。
このため、制御部側に出力される静電容量の変化は、配線ライン３４ａ～３４ｄに操作体
が接近もしくは接触したときの方が、電極面３２ａ～３２ｄに操作体が接近もしくは接触
したときよりも小さくなる。よって、制御部の閾値を最適化しておくことで、配線ライン
３４ａ～３４ｄに操作体が接近もしくは接触したときでもその静電容量の値を常に閾値未
満とすることができる。この場合、制御部は静電容量型タッチパネル５０に対する操作が
行われたとは認識しないから、電気電子機器に誤動作が生じることはない。
【００１８】
　尚、図２に示すように、凹部には操作パネル部２０の材質よりも誘電率の小さい部材（
固体の材料）を充填もしくは接着、ビス止め、嵌合等により設置して、これを低誘電率層
２２ａとしても良い。この構成によれば、凹部に固体の低誘電率層２２ａが存在するため
、凹部形成による操作パネル部２０の強度の低下を防止することができる。
【００１９】
　以上のように、本発明に係る静電容量型タッチパネル５０によれば、操作パネル部２０
の裏面の配線ライン３４ａ～３４ｄに面する部位に凹部を形成しここに低誘電率層２２を
設けることで、配線ライン３４ａ～３４ｄへ操作体が接近もしくは接触した時の静電容量
の値を小さくすることができる。これにより、電極面３２ａ～３２ｄと配線ライン３４ａ
～３４ｄとの間に十分なクリアランスの確保が困難な場合でも、配線ライン３４ａ～３４
ｄによる誤動作を防止することができる。また、低誘電率層２２は操作パネル部２０の裏
面の凹部に設けられることから、操作パネル部２０及び静電容量センサ部３０の外形寸法
が大きくなることはない。これにより、静電容量型タッチパネル５０の省スペース化を図
ることができる。また、凹部は操作パネル部２０作製時の金型設計もしくは機械加工で形
成することができるので、必要な領域に必要な低誘電率層２２を比較的自由に低コストで
形成することができる。さらに、凹部は操作パネル部２０の裏面に形成され且つ静電容量
センサ部３０にはなんら手を加えないため、操作面のデザインの自由度を損なうことが無
い。
【００２０】
　尚、上記の静電容量型タッチパネル５０は一例であるから、電極面の数、配置、静電容
量センサ部３０の構造、及びその他の構成等は本発明の要旨を逸脱しない範囲で変更して
実施することが可能である。また、本発明は車載用の電気電子機器に限定されるものでは
なく、民生用、産業用の如何なる電気電子機器の操作パネルにも適用することが可能であ
る。
【符号の説明】
【００２１】
　　　　　　２０　　　　　　操作パネル部
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　　　　　　２２、２２ａ　　低誘電率層
　　　　　　３０　　　　　　静電容量センサ部
　　　　　　３２ａ～３２ｄ　電極面
　　　　　　３４ａ～３４ｄ　配線ライン
　　　　　　５０　　　　　　静電容量型タッチパネル

【図１】

【図２】
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